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今
後
の
協
議
運
賃
の
取
扱
い
に
つ
い
て

○
今
般
の
道
路
運
送
法
（
以
下
「
運
送
法
」
と
い
う
。
）
改
正
に
よ
り
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
協
議
運
賃
制
度
が

創
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
協
議
運
賃
に
つ
い
て
、
従
来
「
地
域
公
共
交
通
会
議
」
等
に
て
協
議
さ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
、
独
占
禁
止
法
上
の
カ
ル
テ
ル
に
あ
た
る
と
の
疑
義
が
生
じ
な
い
よ
う
、
今
後
は
運
送
法
第
９
条
第
４
項
各
号
に
定
め

る
構
成
員
に
よ
る
「
協
議
会
」
に
お
い
て
協
議
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

○
協
議
運
賃
に
係
る
協
議
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
聴
会
の
開
催
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
。

協
議
事
項
：
地
域
に
お
け
る
需
要
に
応
じ
当
該
地
域
住
民
の
生
活
の
た
め
の
旅
客
の
運
送
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
路
線
又
は
営
業
区
域

に
係
る
運
賃
等
に
つ
い
て
協
議

構
成
員
：
①
市
町
村
又
は
都
道
府
県

②
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
乗
合
又
は
乗
用
）

③
地
方
運
輸
局
長

④
市
町
村
の
長
又
は
都
道
府
県
の
知
事
が
関
係
住
民
の
意
見
を
代
表
す
る
者
と
し
て
指
名
す
る
者

留
意
事
項
：
構
成
員
を
限
定
す
る
観
点
か
ら
、
地
域
公
共
交
通
会
議
と
連
続
し
て
協
議
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

上
記
①
～
④
以
外
の
構
成
員
を
退
室
さ
せ
る
又
は
別
室
で
行
う
等
、
十
分
注
意
す
る
必
要
あ
り

※
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
協
議
運
賃
に
つ
い
て
、
特
定
地
域
・
準
特
定
地
域
は
対
象
外

運
送
法
第
９
条
第
４
項
、
第
９
条
の
３
第
３
項
に
定
め
る
「
協
議
会
」
の
概
要

改
正
前

地
域
公
共
交
通
会
議
等
に
て
協
議

構
成
員
：
①
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事

②
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

③
バ
ス
協
会
、
タ
ク
シ
ー
協
会
等

④
住
民
又
は
旅
客

⑤
地
方
運
輸
局
長

⑥
労
働
組
合

⑦
道
路
管
理
者
、
都
道
府
県
警
察
、
学
識
経
験
者
等

※
運
賃
以
外
は
、
引
き
続
き
地
域
公
共
交
通
会
議
等
で
協
議

改
正
後

公
聴
会
等
の
開
催
＋
協
議
会
に
て
協
議

構
成
員
：
①
市
町
村
又
は
都
道
府
県

②
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
乗
合
又
は
乗
用
）

③
地
方
運
輸
局
長

④
市
町
村
の
長
又
は
都
道
府
県
の
知
事
が
関
係
住
民
の
意
見
を
代
表
す
る

者
と
し
て
指
名
す
る
者

運
送
法
第
９
条
第
５
項
に
定
め
る
措
置

※
市
町
村
又
は
都
道
府
県
は
、
協
議
運
賃
の
協
議
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
聴
会

の
開
催
そ
の
他
の
住
民
、
利
用
者
そ
の
他
利
害
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

□
実
施
方
法
（
一
例
）

・
公
聴
会
の
開
催

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集

・
地
域
住
民
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
関
係
す
る
事
業
者
等
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

等

協
議
を
行
う
構
成
員
は

①
～
④
に
限
定
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鉄
道
・
タ
ク
シ
ー
に
お
け
る
協
議
運
賃
制
度
の
創
設
【
鉄
道
事
業
法
・
道
路
運
送
法
】

○
路

線
バ

ス
に

つ
い

て
は

、平
成

18
年

道
路

運
送

法
改

正
に

よ
り地

域
の

関
係

者
間

で
協

議
が

調
った

場
合

に
届

出
で

運
賃

設
定

で
きる

協
議

運
賃

制
を

導
入

し、
コミ

ュニ
テ

ィバ
ス

な
ど地

域
に

根
差

した
輸

送
サ

ー
ビス

の
提

供
に

活
用

。
○

地
域

公
共

交
通

に
お

い
て

、地
域

の
関

係
者

の
連

携
・協

働
の

一
層

の
促

進
や

地
域

に
根

差
し

た
輸

送
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

の
た

め
に

は
、

鉄
道
・タ
ク
シ
ー
の
運
賃

に
つ

い
て

も
、柔
軟
な
運
賃
設
定

を可
能

とす
る

こと
が

必
要

。

背
景
・必
要
性

○
鉄

道
及

び
タク

シ
ー

に
つ

い
て

、地
域
の
関
係
者
間
の
協
議
が
調
った
とき

は
、国

土
交

通
大

臣
へ

の
届
出

に
よ

る
運

賃
設

定
を

可
能

とす
る

協
議
運
賃
制
度

を
創

設
。

概
要

鉄
道

とバ
ス

の
連

携
イメ

ー
ジ

運
賃

運
賃

共
通

運
賃

・通
し運

賃

※
鉄

道
とバ

ス
の

共
通

運
賃

・通
し運

賃
を

導
入

し、
鉄

道
の

乗
車

券
類

を
利

用
で

き
る

本
数

の
増

加
を

実
現

した
事

例
あ

り
22

タク
シ

ー
の

柔
軟

な
運

賃
の

イメ
ー

ジ

※
タク

シ
ー

協
議

運
賃

は
都

市
部

以
外

の
地

域
が

対
象

（
全

国
で

営
業

区
域

の
約

8割
、車

両
数

の
約

1割
が

対
象

） 22

介
護

施
設

ス
ー

パ
ー

病
院

定
額
で
何
度
で
も

乗
り降

り自
由
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道路運送法の改正（R5.10.1 施行） 

◎一般乗合旅客自動車運送事業 

1.法改正前（～R5.9/30） 

「地域公共交通会議又は（活性化再生法に基づく）協議会」において協議を調え、国土交通大臣に届け出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.法改正後（R5.10/1～） 

  新たな「協議会」において協議を調え、国土交通大臣に届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 ＜道路運送法（抜粋）＞ 

（一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金） 

第９条 （略） 

４ 一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活に 

必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために乗合旅客の運送を行う場 

合において、国土交通省令で定めるところにより、当該運送に係る運賃等について地方 

公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者 

間の協議が調つたときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者は、第１項及び前項の規 

定にかかわらず、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもつて足りる。 

これを変更しようとするときも同様とする。 

 

＜道路運送法施行規則（抜粋）＞ 

（法第９条第４項の協議が調つたとき） 

第９条の２ 法第９条第４項の協議が調つたときとは、同項の届出に係る運賃等について 

地域公共交通会議（地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進 

を図るために必要な一般旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運送に関する協議を行 

うために一又は複数の市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）又は都道府県知事が 

主宰する会議をいう。以下同じ。）又は協議会において協議が調つているときとする。 

参考＜道路運送法（抜粋）＞ 

（一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金） 

第９条 （略） 

４ 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地 

域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある 

路線又は営業区域（以下この項において「路線等」という。）に係る運賃等について協議 

が調つたときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交 

通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。当該協議会において 

当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。 

一 当該路線等をその区域に含む市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は都道府県 

二 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者 

三 当該路線等を管轄する地方運輸局長 

四 第一号に規定する市町村の長又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の 

意見を代表する者として指名する者 

５ 前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その 

他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなけれ 

ばならない。 

６～７ （略） 

5



◎一般乗用旅客自動車運送事業 

1.法改正前（～R5.9/30） 

協議運賃について記載なし 

 

 

2.法改正後（R5.10/1～） 

  新たな「協議会」において協議を調え、国土交通大臣に届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 ＜道路運送法（抜粋）＞ 

（一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金） 

第９条の３ （略） 

３ 一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地 

域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある 

営業区域に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項の規定にかかわらず、当該協 

議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができ 

る。当該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。 

一 当該営業区域をその区域に含む市町村又は都道府県 

二 当該運賃等を定めようとする一般乗用旅客自動車運送事業者 

三 当該営業区域を管轄する地方運輸局長 

四 第一号に規定する市町村の長又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を 

代表する者として指名する者 

４ 前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その 

他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければ 

ならない。 

５～６ （略） 
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新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

日
田
市
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
協
議
会
規
約

 

 第
１
条
 
（
略
）
 

 （
協
議
事
項
）

 

第
２
条

 
協
議
会
は
第

1
条
各
号
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
協
議

す
る
。
 

（
１
）
～
（
３
）

 
（
略
）
 

（
４
）
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
適
切
な
旅
客
運
送
の
態
様
等
の
協
議
に
関
す
る
事
項
 

（
５
）
～
（
７
）

 
（
略
）
 

  第
３
条
～
第
８
条

 
（
略
）
 

 （
運
賃
料
金
部
会
）

 

第
９
条

 協
議
会
は
旅
客
輸
送
に
係
る
運
賃
及
び
料
金
（
以
下
「
運
賃
等
」）

を
協
議
す
る
た
め
、

運
賃
料
金
部
会
を
お
く
。
 

２
 運

賃
料
金
部
会
は
、
道
路
運
送
法
第
９
条
第
４
項
及
び
第
９
条
の
３
第
３
項
に
定
め
る
協
議
会

と
す
る
。
 

３
 運

賃
料
金
部
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
地
域
に
お
け
る
需
要
に
応
じ
、
当
該
地
域
の
住
民
の
生
活
の
た
め
の
旅
客
の
運
送
を
確

保
す
る
必
要
が
あ
る
路
線
又
は
営
業
区
域
に
係
る
運
賃
等
に
関
す
る
事
項

 

（
２
）
そ
の
他
運
賃
料
金
部
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項

 

４
 運

賃
料
金
部
会
の
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

 

（
１
）
日
田
市
長
又
は
そ
の
指
名
す
る
者
 

（
２
）
当
該
運
賃
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

 

（
３
）
九
州
運
輸
局
大
分
運
輸
支
局
長
又
は
そ
の
指
名
す
る
者

 

（
４
）
住
民
又
は
利
用
者
の
代
表
 

５
 運

賃
料
金
部
会
に
部
会
長
を
お
き
、
主
宰
者
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
中
か
ら
こ
れ
を
充
て

る
。
 

６
 部

会
長
は
、
運
賃
料
金
部
会
を
代
表
し
、
部
会
務
を
総
括
す
る
。

 

日
田
市
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
協
議
会
規
約

 

 第
１
条
 
（
略
）
 

 （
協
議
事
項
）
 

第
２
条
 
協
議
会
は
第

1
条
各
号
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
協
議

す
る
。
 

（
１
）
～
（
３
）
 
（
略
）
 

（
４
）
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
適
切
な
乗
合
旅
客
運
送
の
態
様
及
び
運
賃
・
料
金
等
の
協
議
に
関

す
る
事
項
 

（
５
）
～
（
７
）
 
（
略
）
 

 第
３
条
～
第
８
条
 
（
略
）
 

 （
新
設
）
 

                

運
賃
・
料
金
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
道
路
運

送
法
第

9
条
第

4
項
の
協
議
会
（
運
賃
料
金
部
会
）
に

お
い
て
協
議
を
行
う
た
め
、
日
田
市
公
共
交
通
確
保
維

持
協
議
会
規
約
第

2
条
協
議
事
項
（

4）
か
ら
、
運
賃

等
に
関
し
て
の
記
載
を
削
除
し
、
部
会
に
関
す
る
条
項

を
新
設
し
ま
す
。
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７
 部

会
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
部
会
長
が
指
名
す
る
者
が
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。
 

８
 運

賃
料
金
部
会
の
議
事
は
、
原
則
と
し
て
全
会
一
致
を
も
っ
て
決
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
意
見
が
分
か
れ
た
と
き
は
、
出
席
委
員
の
４
分
の
３
以
上
の
賛
成
で
決
す
る
も
の
と
す

る
。
 

９
 部

会
長
は
運
賃
料
金
部
会
で
の
協
議
結
果
を
、
速
や
か
に
交
通
会
議
会
長
に
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。
 

1
0
 前

項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
賃
料
金
部
会
の
運
営
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
部
会

長
が
運
賃
料
金
部
会
に
諮
り
定
め
る
。
 

 第
１
０
条
～
第
１
６
条

 
（
略
）
 

 附
則

 
（
略
）
 

 附
則

 

１
～
６

 
（
略
）
 

７
 
こ
の
規
約
を
、
令
和
６
年
２
月
２
０
日
に
改
正
す
る
。

 

            

          第
９
条
～
第
１
５
条
 
（
略
）
 

 附
則
 
（
略
）
 

 附
則
 

１
～
６
 
（
略
）
 

（
新
設
）
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日
田
市
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
協
議
会
規
約

 
（
令
和
６
年
２
月
２
０
日
施
行
）

 
 
 

 

（
目
的
）

 

第
１
条

 
日
田
市
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。）

は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
協
議
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
す
る
。

 

（
１
）
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
９
年
法
律
第
５
９
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）

第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
公
共
交
通
計
画
（
以
下
「
交
通
計
画
」
と
い
う
。）

及
び
第
２
７
条
の
１
６
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
（
以
下
「
利
便
増

進
実
施
計
画
」
と
い
う
。）

の
策
定
及
び
実
施
に
関
す
る
事
項

 

（
２
）
道
路
運
送
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
３
号
）
及
び
道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
運

輸
省
令
第
７
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
に
お
け
る
需
要
に
応
じ
た
住
民
の
生
活
に
必
要
な
バ

ス
等
の
旅
客
運
送
の
確
保
そ
の
他
旅
客
の
利
便
性
の
増
進
を
図
り
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
輸
送

サ
ー
ビ
ス
の
実
現
に
必
要
と
な
る
事
項

 

（
３
）
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
（
平
成
２
３
年
３
月
３
０
日
国
総
計

第
９
７
号
）
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
く
生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
（
以
下
「
確

保
維
持
改
善
計
画
」
と
い
う
。）

の
策
定
に
関
す
る
事
項

 

（
協
議
事
項
）

 

第
２
条

 協
議
会
は
第
１
条
各
号
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
協
議
す
る
。
 

（
１
）
交
通
計
画
、
利
便
増
進
実
施
計
画
及
び
確
保
維
持
改
善
計
画
の
策
定
並
び
に
変
更
の
協
議
に
関

す
る
事
項

 

（
２
）
交
通
計
画
、
利
便
増
進
実
施
計
画
及
び
確
保
維
持
改
善
計
画
の
実
施
の
協
議
並
び
に
連
絡
調
整

に
関
す
る
事
項

 

（
３
）
交
通
計
画
及
び
利
便
増
進
実
施
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
事
業
並
び
に
確
保
維
持
改
善
計
画
に

定
め
ら
れ
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
項

 

（
４
）
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
適
切
な
旅
客
運
送
の
態
様
等
の
協
議
に
関
す
る
事
項
 

（
５
）
路
線
の
休
止
又
は
廃
止
に
関
す
る
事
項

 

（
６
）
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
必
要
性
及
び
旅
客
か
ら
収
受
す
る
対
価
に
関
す
る
事
項

 

（
７
）
前
６
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項

 

（
組
織
）

 

第
３
条

 
協
議
会
は
、
以
下
の
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

 

(
1
) 

日
田
市
長
 

(
2
) 

九
州
運
輸
局
大
分
運
輸
支
局
長
 

(
3
) 

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
日
田
バ
ス
株
式
会
社
）

 

(
4
) 

日
田
市
タ
ク
シ
ー
協
会
 

(
5
) 

一
般
社
団
法
人
大
分
県
バ
ス
協
会
 

(
6
) 

一
般
社
団
法
人
大
分
県
タ
ク
シ
ー
協
会

 

(
7
) 

鉄
道
事
業
者
（
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
）

 

(
8
) 

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
が
組
織
す
る
団
体

 

(
9
) 

住
民
又
は
利
用
者
の
代
表
 

(
1
0)
 
大
分
県
西
部
振
興
局

 

(
1
1)
 
大
分
県
日
田
土
木
事
務
所

 

(
1
2)
 
大
分
県
日
田
警
察
署

 

(
1
3)
 
日
田
市
の
交
通
施
策
関
係
担
当
部
長

 

(
1
4)
 
学
識
経
験
者
 

(
1
5)
 
そ
の
他
日
田
市
長
が
必
要
と
認
め
る
者

 

（
会
長
及
び
職
務
代
理
者
）

 

第
４
条
 
協
議
会
に
会
長
を
置
き
、
前
条
第
１
号
の
委
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

 

２
 
会
長
は
、
協
議
会
を
代
表
し
、
そ
の
会
務
を
総
理
す
る
。

 

３
 
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
が
指
名
す
る
委
員
が

そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

 

（
任
期
）

 

第
５
条
 
委
員
の
任
期
は
、
２
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る

補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
在
任
期
間
と
す
る
。

 

（
会
議
）

 

第
６
条
 
協
議
会
の
会
議
（
以
下
｢会

議
｣と

い
う
。）

は
、
会
長
が
招
集
し
、
会
長
が
議
長
と
な
る
。

 

２
 
会
議
は
構
成
員
の
３
分
の
２
以
上
の
出
席
（
代
理
出
席
及
び
委
任
出
席
を
含
む
。）

に
よ
り
成
立
す

る
。
 

３
 
会
議
の
議
決
方
法
は
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。
 

４
 
会
議
は
原
則
と
し
て
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
会
議
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
公
正
か
つ
円
滑
な

議
事
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
協
議
に
つ
い
て
は
、
非
公
開
で
行
う
も
の
と
す
る
。

 

５
 
協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
員
以
外
の
者
に
対
し
て
、
資
料
を
提
出
さ
せ
、
又

は
会
議
へ
の
出
席
を
依
頼
し
、
助
言
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

６
 
前
５
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。

 

(
協
議
結
果
の
尊
重
義
務

) 

第
７
条
 
協
議
会
で
協
議
が
整
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
会
の
構
成
員
は
そ
の
協
議
結
果
を
尊
重

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
幹
事
会
）

 

第
８
条

 
協
議
会
に
提
案
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
協
議
又
は
調
整
を
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
協
議
会

に
幹
事
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
幹
事
会
の
組
織
、
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。

 

（
運
賃
料
金
部
会
）

 

第
９
条

 協
議
会
は
旅
客
輸
送
に
係
る
運
賃
及
び
料
金
（
以
下
「
運
賃
等
」）

を
協
議
す
る
た
め
、
運
賃

料
金
部
会
を
お
く
。

 

２
 運

賃
料
金
部
会
は
、
道
路
運
送
法
第
９
条
第
４
項
及
び
第
９
条
の
３
第
３
項
に
定
め
る
協
議
会
と

す
る
。

 

３
 運

賃
料
金
部
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
地
域
に
お
け
る
需
要
に
応
じ
、
当
該
地
域
の
住
民
の
生
活
の
た
め
の
旅
客
の
運
送
を
確
保
す

る
必
要
が
あ
る
路
線
又
は
営
業
区
域
に
係
る
運
賃
等
に
関
す
る
事
項

 

（
２
）
そ
の
他
運
賃
料
金
部
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項

 

４
 運

賃
料
金
部
会
の
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

 

（
１
）
日
田
市
長
又
は
そ
の
指
名
す
る
者

 

（
２
）
当
該
運
賃
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

 

（
３
）
九
州
運
輸
局
大
分
運
輸
支
局
長
又
は
そ
の
指
名
す
る
者

 

（
４
）
住
民
又
は
利
用
者
の
代
表

 

５
 運

賃
料
金
部
会
に
部
会
長
を
お
き
、
主
宰
者
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
中
か
ら
こ
れ
を
充
て

る
。

 

６
 部

会
長
は
、
運
賃
料
金
部
会
を
代
表
し
、
部
会
務
を
総
括
す
る
。

 

７
 部

会
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
部
会
長
が
指
名
す
る
者
が
そ
の
職
務
を
代
理
す

る
。

 

８
 運

賃
料
金
部
会
の
議
事
は
、
原
則
と
し
て
全
会
一
致
を
も
っ
て
決
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

意
見
が
分
か
れ
た
と
き
は
、
出
席
委
員
の
４
分
の
３
以
上
の
賛
成
で
決
す
る
も
の
と
す
る
。

 

９
 部

会
長
は
運
賃
料
金
部
会
で
の
協
議
結
果
を
、
速
や
か
に
交
通
会
議
会
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

 

1
0
 前

項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
賃
料
金
部
会
の
運
営
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長

が
運
賃
料
金
部
会
に
諮
り
定
め
る
。
 

（
分
科
会
）

 

第
１
０
条
 
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
、
専
門
的
な
調
査
、
検
討
を
行
う
た
め
、

必
要
に
応
じ
協
議
会
に
分
科
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
分
科
会
の
組
織
、
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。

 

 

（
事
務
局
）

 

第
１
１
条
 
協
議
会
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
、
協
議
会
に
事
務
局
を
置
く
。

 

２
 
事
務
局
は
、
日
田
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
に
置
く
。

 

３
 
事
務
局
に
事
務
局
長
、
事
務
局
員
を
置
き
、
会
長
が
定
め
た
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

 

４
 
事
務
局
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。

 

（
経
費
の
負
担
）

 

第
１
２
条

 
協
議
会
の
運
営
に
要
す
る
経
費
は
、
補
助
金
、
負
担
金
及
び
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
充

て
る
。
 

（
監
査
）

 

第
１
３
条
 
協
議
会
に
監
査
委
員
を
２
名
置
く
。

 

２
 
協
議
会
の
出
納
監
査
は
、
会
長
が
別
に
定
め
た
委
嘱
す
る
監
査
委
員
に
よ
っ
て
行
う
。

 

３
 
監
査
委
員
は
、
監
査
の
結
果
を
会
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
財
務
に
関
す
る
事
項
）

 

第
１
４
条

 
協
議
会
の
予
算
編
成
、
現
金
の
出
納
そ
の
他
財
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に

定
め
る
。
 

（
協
議
会
が
解
散
し
た
場
合
の
措
置
）

 

第
１
５
条
 
協
議
会
が
解
散
し
た
場
合
に
は
、
協
議
会
の
収
支
は
、
解
散
の
日
を
も
っ
て
打
ち
切
り
、
会

長
で
あ
っ
た
者
が
こ
れ
を
決
算
す
る
。

 
 

（
委
任
）

 

第
１
６
条

 
こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
事
務
の
運
営
上
必
要
な
細
則
は
、
会
長
が

別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

１
 
こ
の
規
約
は
、
平
成
２
３
年
５
月
３
０
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
第
６
条
本
文
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
協
議
会
発
足
時
の
最
初
の
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
、
２
年
と
あ

る
の
は
、
平
成
２
５
年
１
月
３
１
日
と
す
る
。

 

附
 
則
 

１
 
こ
の
規
約
を
、
平
成
２
４
年
５
月
２
８
日
に
改
正
す
る
。

 

２
 
こ
の
規
約
を
、
平
成
２
６
年
２
月
１
０
日
に
改
正
す
る
。

 

３
 
こ
の
規
約
を
、
平
成
２
８
年
４
月

 
１
日
に
改
正
す
る
。
 

４
 
こ
の
規
約
を
、
平
成
２
９
年
２
月
２
１
日
に
改
正
す
る
。

 

５
 
こ
の
規
約
を
、
令
和
５
年
１
月
２
７
日
に
改
正
す
る
。

 

６
 
第
６
条
本
文
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
令
和
５
年
１
月
２
７
日
規
約
改
正
時
の
最
初
の
委
員
の
任
期
に

つ
い
て
、
２
年
と
あ
る
の
は
、
令
和
７
年
３
月
３
１
日
と
す
る
。

 

７
 
こ
の
規
約
を
、
令
和
６
年
２
月
２
０
日
に
改
正
す
る
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資料　日田市地域公共交通計画進捗状況等

基本方針1 持続可能な公共交通ネットワークの維持確保

施策

評価指標

目標値 実績 期間

人/日以上 715 R3（4-3） 730 763 R4（4-3）
800

（R8年度）

人/年以上 59,876 R4（10-9） 60,900 59,006 R5（10-9） 65,000

人/年以上 71,783 R4（10-9） 73,200 79,443 R5（10-9） 79,000

人/年以上 6,773 R4（10-9） 6,900 6,151 R5（10-9） 7,500

人/年以上 380,294 R3（4-3） 388,200 437,508 R4（4-3）
420,000

（R8年度）

％ 55.6 R4 60.5 60.6 R5 80.0

千円/年度未満 154,670 R3（4-3） 155,000 167,388 R4（4-3）
155,000

（R8年度）

円/人未満 1,065 R3（4-3） 1,046 1,102 R4（4-3）
970

（R8年度）

円/人未満 2,477 R3（4-3） 2,542 2,722 R4（4-3）
2,800

（R8年度）

％ 30.6 R3（4-3） 31.0 28.9 R4（4-3）
31

（R8年度）

分析・評価

鉄道及びBRT（日田市内駅）の乗車数

路線バスの年間利用者数

ひたはしり号の年間利用者数

タクシーの年間利用者数

　　　乗合デマンド

　　　タクシー

全バス車両に占める低床バスの割合

１)公共交通網の
　再編

評価指標 単位 Ｒ４（計画当初）
Ｒ9年度
目標値

2)利便性の向上

⑤わかりやすい時刻表やマップの
　作成と情報提供

⑥キャッシュレス決済導入の検討

⑦全ての人にやさしい車両への更新

⑧市営上・中津江デマンドバスの
　運賃見直しの検討

Ｒ５

①既存地域公共交通の確保・維持

②公共交通の再編により新たに生じ
　る公共交通空白地域に対する代替
　手段の検討

③効率的・効果的な交通網の充実

④公共交通の運転手の確保

●他自治体資料収集中
●市報3月1日号において、ＢＲＴ開業から半年の特集記事を掲載し利用促進に向けた
　情報を提供

●ＢＲＴにおいて交通系ＩＣカードが使用可能
●ＪＲ久大本線（日田駅、天ヶ瀬駅）について、電子マネー利用可能改札機の設置を要望

●ＢＲＴでは、住民の要望等も考慮し6台すべてが低床車両であり、うち４台は電気
　バス。期間限定ではあるが現在水素バスの実証実験も行われており、環境にも配慮
　されている

●階段式の利用料金を見直す方向で検討中

　市民が生活交通として利用する民間路線バス運行事業者に対し、国庫補助の活用及び市の補助により路線維持に努めているものの、利用者数は減少
し、燃料費の高騰などにより公的資金投入額も増加傾向にある。一方で、ひたはしり号については、令和５年２月のダイヤ改正により買い物や通院手
段としての利便性向上が図られ、利用者数の増加につながっている。また、昨年８月にはJR日田彦山線ＢＲＴが開業し、運行ルートやダイヤなどに住
民の声を反映したことで、鉄道時代に比べ利用者の増加につながっている。

今後の取組・方向性

　現在の交通モードの実態を把握し、より効率的で効果的な公共交通ネットワークの構築を検討するとともに、令和９年度の目標値に向け、引き続き
各種取組を継続する。また、喫緊の課題である公共交通を担う運転手確保に向け、交通事業者と連携し取り組んでいく。

公共交通への公的資金投入額

　　　総額

　　　利用者

　　　市民

ひたはしり号の収支率

R5年度の取組取組

●生活交通を維持するため、国・県補助や市による赤字補填などを補助金として交付。
●JR日田彦山線BRT開業（8/28）
　・利用者の要望をR6年３月のダイヤ改正に反映
●路線バス「神杉野線」の廃線申出（12/21）
　・地元自治会（利用者）への聞き取り（1/12）
　・西鉄バス久留米㈱に対し廃止時期の延期を求める要望書を提出
　・代替手段の検討
●ひたはしり号「長者原団地」折り返し地点の検討
　・長者原団地住民への説明会（7/4）
　・利用者への聞き取り（8/29）
●路線バス全線利用状況調査

●月出町住民との乗合デマンドタクシー導入による福祉バス廃止に向けた意見交換会
　（4/18）
●山田町高齢者教室において公共交通空白地域解消に向けた意見交換（5/24）

●８月１日から乗合デマンドタクシー大山線の実証実験
●ＢＲＴ沿線エリアにおけるＭａａＳ実証実験として１日フリーチケット販売

●市主催の企業説明会へ参加（9/23・2/9）日田バス
●日田市タクシー協会との意見交換会開催（2/5）
●バス運転士体験乗車会（日田バス）市報2月15日号掲載
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基本方針２

施策

目標値 実績 期間

人以上 1,912,341 R3（1-12） 2,345,000 2,398,199 R4（1-12）
2,890,000
(R8年）

人/日以上 5 R4 6 10 R5 8

％以上 28.6 R4 30.0

基本方針３

施策

目標値 実績 期間

箇所/年以上新設 1 0 R5 累計5

％以上 10 0 R5 10

１)市民協働体制の
　構築

１)これからのまちづ
くりを支える公共交
通ネットワークの強
化

まちづくりの視点からみた公共交通にかかる周辺施策との連携

取組 R5年度の取組

分析・評価

　観光入込客数は、コロナ禍と比較し回復傾向にあり、進撃の巨人に関する観光施設周遊を目的とした観光客が増加しており、杖立線の利用促進に向
けたサッポロビール工場乗り入れにより、進撃の巨人関連施設の最寄りバス停の乗客数も増加傾向にある。また、他分野との政策連携としては、経済
界との意見交換会や生活支援コーディネーターとの情報共有を行っており、今後も継続的に取り組んでいく必要がある。

●日田商工会議所交通サービス振興特別委員会意見交換会（10/30）
●社会福祉協議会生活支援コーディネーターと情報共有（12/27）

⑩高齢者のお出かけ機会の創出 ●市民健康福祉まつりの案内ホームページにおいて、ひたはしり号の利用案内を掲載

取組 R5年度の取組

⑨多分野との政策連携

評価指標 単位 Ｒ４（計画当初）

⑪観光まちづくりに合致した周遊
ネットワークの形成

●12／1からサッポロビール九州日田工場へ路線バス杖立線の乗り入れを開始
　（平日のみ運行）
　※3月中旬からの土日祝日運行開始に向け、現在運行会社が手続中

評価指標

　観光分野については、令和６年４月～６月に実施予定の福岡・大分デスティネーションキャンペーン期間中の各種イベント等に合わせ、交通アクセ
スについて情報発信に努める。また、令和６年3月末オープン予定の自転車を活用した周遊観光の拠点となる「奥日田観光案内所（仮称）」の交通アク
セスとして、杖立線の利用促進に向けた情報発信を行うとともに、大分・福岡両県や交通事業者等と連携しMaaSの推進に取り組んでいく。
　福祉分野については、高齢者のお出かけ機会の創出に向け、地域の支えあいによる移動支援など高齢者が気軽に移動できる環境整備を検討する。

Ｒ9年度
目標値

　令和６年開業予定の中ノ島町の商業施設及び大山地区の結節地に隣接する商業施設へのバス停設置を進めている。また、要請のあった自治会等を対
象に公共交通サービスに関する説明会や意見交換会を行い、より地域に合った運行を検討するなど効率化を進めている。しかし、今年度は乗り方教室
が実施に至っていないため、利用促進に向け取り組む必要がある。

今後の取組・方向性

　利用促進に向けた積極的な情報発信を行うとともに、公共交通の利用が困難な高齢者等への地域の支えあいによる移動支援について、地域や民間事
業者と調査、研究し、仕組みづくりに取り組んでいく。

評価指標

評価指標 単位 Ｒ４（計画当初）
Ｒ9年度
目標値

●月出町自治会役員会（4/18）「福祉バスの利用状況及び今後について」
●大山町自治会長会（5/18）「乗合デマンドタクシー大山線実証実験開始について」
●山田町自治会（4/26）「公共交通空白地域解消に向けた移動手段について」
●大山町住民自治組織意見交換会（1/11）「乗合デマンドタクシー大山線の利用状況等
　について」

分析・評価

⑭公共交通の利用促進に向けた啓発
　活動

民間施設を活用した待合スペースの確保

乗り方教室参加者の公共交通利用増加割合

Ｒ5年度からの取組

Ｒ5年度からの取組

●バスの日イベント開催（9/17・日田駅南広場等）
●ひたはしり号車内ラッピング
　・10月　　　ハロウィン（日田高校生徒）
　・11月10日～24日　パープルリボンキャンペーン（日田市）
　・2月16日～1ヶ月　ひなまつり（障がい児施設こども部会）

⑬住民・交通事業者・市の協働体制
　づくり

Ｒ５

次回調査はＲ9年度

Ｒ5

地域全体で公共交通を創り上げ・守り・育てる

●Ｒ６年開業予定の商業施設内へのバス停新設に向け協議中
●大山地区の路線バスとの結節地（中川原）に隣接する商業施設内を待合所とするた
　め協議中
●ひたはしり号沿線の医療機関等に時刻表を配架
●地域の支えあいによる移動手段の確保について、研修会等への参加や先進地を視察

⑫交通事業者・地域と連携した効果
　的な地域公共交通の運行・運営

観光入込客数

特定観光施設の最寄りバス停での乗降客数

高齢者（65歳以上）の公共交通利用割合

今後の取組・方向性
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●日田市地域公共交通計画における目標を達成するための施策 

 

目 標 １ 持続可能な公共交通ネットワークの維持確保 

 施策 １）公共交通網の再編 

 

取組① 

取組の概要 

①既存地域公共交通の確保・維持 

〇鉄道及び BRT・路線バス・ひたはしり号・福祉バス・デマンドタクシー（バス）・

タクシーの効率的運用 

・効率的で効果的な地域公共交通ネットワークを構築するため、交通事業者間

で連携しつつ、鉄道及び BRT・路線バス・ひたはしり号・福祉バス・デマンド

タクシー（バス）・タクシーの効率的運用について調査・検討を行います。 

 

 実施主体 日田市、交通事業者、市民、その他（関係団体等） 

 

取組② 

取組の概要 

②公共交通の再編により新たに生じる公共交通空白地域に対する代替手段の検討 

・バスがサービス縮小・路線撤退した場合の代替手段としては、交通安全性の確

保、さらには交通資源の有効活用等の観点から、乗合タクシー（デマンド運行

等）の運行やタクシーを積極的に利活用します。 

 

 実施主体 日田市、交通事業者、市民、その他（関係団体等） 

 

取組③ 

取組の概要 

③効率的・効果的な交通網の充実 

〇日田市街地における交通網 

・日田市街地における移動利便性の向上とさらなる回遊促進に向け、循環型交

通の更なる充実を図ります。なお、既存のひたはしり号のサービス改善の１つ

として市街地の潜在的な需要が見込まれる地域への乗り入れを検討します。 

・市街地を運行するバスは、住居や公共施設等が集積したエリアなどに運行を

限定し、効率的・効果的な移動環境を構築します。 

 

〇周辺部における交通網 

・地区内移動の利便性向上の一環として、大山地区においてデマンドタクシー

等の実証実験を行います。 

 

〇広域圏の公共交通との連携強化 

・大分県のほか、西部圏構成町、中津市等の周辺市町や関係機関等と連携しつ

つ、国内外の交流人口の拡大に資する広域交通網の構築に努めます。 

・特に、県と連携し、鉄道・バス路線・タクシー・レンタサイクル等、複数の公

共交通サービスの連携を高める、MaaS 等の検討を行います。 

 

 実施主体 日田市、交通事業者 

 

取組④ 

取組の概要 

④公共交通の運転手の確保 

・交通事業者は主体的に運転手確保の取組を行います。 

・交通事業者の限られた資源（人・車両）の合理的な活用を図り、路線バス運行の

効率化を行います。 

・市は主催の企業説明会等へ交通事業者の参加を促すなどの情報提供を行い、交通

事業者とともに雇用機会の創出に努めます。 

 

 実施主体 交通事業者、日田市 

こ
こ
に
テ
キ
ス
ト
を
入
力
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目 標 １ 持続可能な公共交通ネットワークの維持確保 

 施策 ２）利便性の向上 

 

取組⑤ 

取組の概要 

⑤わかりやすい時刻表やマップの作成と情報提供 

〇市民・来街者にわかりやすいバスマップ・路線図等の作成と情報提供 

・公共交通の路線図や時刻表等を記載した「公共交通マップ」を作成し、各公共交

通機関の乗り継ぎ等をわかりやすくすることで利用促進を図ります。 

・観光客等の来訪者が行きたい場所に行くのに分かりやすい情報を提供するため、

路線図等を作成し、交通拠点等に掲示することで、多目的なニーズに対応した情

報提供を行います。 

 

〇使いやすい公共交通時刻表の作成 

・路線バス及びコミュニティバスなど、市内の地域公共交通を全て網羅した総合的

な公共交通時刻表を作成します。なお、市役所（振興局等含む）、地区公民館、

医療機関、商業施設など市民が集う主要な施設に留め置きします。 

 

〇公共交通の時刻表・マップの戦略的配布 

・作成した公共交通の時刻表やマップは全戸配布を基本としつつも、自主的に公共

交通での移動に行動変容してもらいやすいと考えられる免許返納者や市内への

転入者等の手元に作成物が確実に届く配布方法（例：市役所窓口での恒常的配

布）を検討・実施します。 

 

〇交通情報の発信 

・SNS の活用により、幅広い層に対し、効率的かつ効果的な情報発信を行うことを

検討します。 

 

 実施主体 日田市、交通事業者 

 

取組⑥ 

取組の概要 

⑥キャッシュレス決済導入の検討 

・支払い時の負担軽減のため、市内全域でキャッシュレス決済（例：ひた pay や QR

コード決済、交通系 ICカード決済）の導入を検討します。 

 実施主体 交通事業者、日田市 
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取組⑦ 

取組の概要 

⑦全ての人にやさしい車両への更新 

・バス車両の更新は、低床・環境対応車両や小型車両の導入を推進します。 

・日田市は関係機関と連携しつつ、それらの車両が利用しやすい環境の整備や周

知・利用促進などを行います。 

 

■低床バスの導入（市内循環バス「ひたはしり号」） 

 

 

 

 

 

 

■小型車両の導入（日田市営バス） 

 

 

 

 

 

 

 

■ひたはしり号 

 

 

 

 

 

 

 

 実施主体 交通事業者、日田市 

 

取組⑧ 

取組の概要 

⑧市営上・中津江デマンドバスの運賃見直しの検討 

・対キロ運賃からエリア均一運賃等に運賃体系見直しを検討します。 

 実施主体 日田市、交通事業者 
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目 標 ２ まちづくりの視点からみた公共交通にかかる周辺施策との連携 

 施策 １）これからのまちづくりを支える公共交通ネットワークの強化 

 

取組⑨ 

取組の概要 

⑨多分野との政策連携 

・公共交通に関わりの深い観光、福祉等をはじめとする関係部署や地域の関係者

と話し合い、必要なものは何か、共にできるものはないか等、より効果的な移動

支援サービスの構築に向け、政策連携を図ります。 

 

 実施主体 日田市、交通事業者、市民、その他（関係団体等） 

 

取組⑩ 

取組の概要 

⑩高齢者のお出かけ機会の創出 

・高齢者の日常生活・社会参加を継続させることは、介護予防の観点から重要であ

り、外出意欲の向上、外出機会の増加にも好影響を与えることから、気軽に移動

できる環境整備について検討します。 

・イベント開催案内チラシ等への公共交通の具体的な利用方法の記載について検

討、実施します。 

・公民館事業やイベント開催時に併せ、高齢者を対象に「公共交通を利用してみよ

う！」を実施、実際にバス等を体験してもらうことを検討、実施します。 

 

 実施主体 日田市、交通事業者、市民、その他（関係団体等） 

 

取組⑪ 

取組の概要 

⑪観光まちづくりに合致した周遊ネットワークの形成 

・市内の交通拠点と観光施設、宿泊施設等を連絡する路線について、特に観光ニー

ズの多い地域を想定したルート設定を検討します。 

・観光分野では、アフターコロナを見据え、来訪者のスムーズな市内周遊を実現す

るためのアクセス手段の充実を図ります（進撃の巨人等観光トレンドを見据え

た観光コンテンツとの連携等）。 

・既存路線で行きにくい観光地等については、アクセス向上のため、タクシー利用

の PRや情報発信、観光ルートの開発等を検討します。 

・公共交通を補完する手段として自転車を活用した周遊観光の仕組みづくりを行

います。 

 

 実施主体 日田市、交通事業者、その他（関係団体等） 
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目 標 ３ 地域全体で公共交通を創り上げ・守り・育てる 

 施策 １）市民協働体制の構築 

 

取組⑫ 

取組の概要 

⑫交通事業者・地域と連携した効果的な地域公共交通の運行・運営 

・利用促進啓発チラシの配布や市の広報等を活用し、鉄道やバス等の地域公共交通

の各種情報などを広く周知していきます。 

■日田市（R5年 2月号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市が定期的に利用状況を把握し、自治会長や民生委員・児童委員、公民館関係者

等の協力のもと、広報誌やバス車両等で利用状況を利用者や沿線地区住民に報告

します。なお、利用が著しく少ない等の特定地区等においては、年に複数回の座

談会・報告会の開催を行います。 

 

・医療機関や商業施設等と協力し合って、公共交通利用者を増やすための取組を行

います。 

例：地域公共交通の利用促進を促す情報媒体（チラシ等）の留め置き 

例：路線バス・コミバス沿道の民間施設（公共施設、医療施設、商業施設）の

敷地を活用した待合スペースの確保 

 

・バス、タクシーによる移動確保策の実施が困難な地域で、地域住民が互助による

移動手段の確保について、積極的に取り組む意向がある場合は、ＮＰＯ等が行う

「自家用有償旅客運送」や道路運送法上の「許可・登録を要しない輸送」につい

て、地域と共に導入に向けた調査、検討を行います。 

 

 実施主体 日田市、交通事業者、市民、その他（関係団体等） 
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取組⑬ 

取組の概要 

⑬住民・交通事業者・市の協働体制づくり 

・公共交通の利用者（特に高頻度利用者）を参集した地域座談会を開催し、地域自

らが主体となって移動手段の確保や公共交通利用環境の改善などを実施し、それ

を交通事業者と行政がサポートする体制をつくります。 

 

■日田市 H30 地域座談会①       ■日田市 H30 地域座談会② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実施主体 日田市、市民、交通事業者、その他（関係団体等） 

 

取組⑭ 

取組の概要 

⑭公共交通の利用促進に向けた啓発活動 

・市民の意識が公共交通の積極的な利用につながるためのバスの乗り方教室など

の啓発活動を行います（対象：地域住民、各種事業所等）。 

・JR日田駅を中心としつつ、鉄道（駅前広場・駅舎・車両等）を最大限活用した賑

わいづくり・公共交通の愛着度向上等を行います。 

・車庫に待機している車両（空き車両等）等を活用して、車両に乗るだけも楽しい

仕掛け・工夫を講じて、公共交通の新しい価値を官民連携して創造します。 

  ＜例＞ 

   ・ギャラリーバス・ギャラリー電車 

   ・地産地消に関する商品等を車両に乗せて走るマルシェバス（買い物バス） 

   ・ハロウィーンやクリスマス等における車内装飾と運転席で記念撮影会 

   ・働く車（バス・タクシー）の洗車体験 

 

■日田市バスの日イベント風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実施主体 日田市、交通事業者、市民 

 

（R4.9.23 日田駅前広場を中心に開催） 
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高取・加峯・吾々路
都築
上野・汗入場
曽家・林・スタ野

上野
吾々路・林・汗入場・スタ野
高取・加峯・都築・曽家

乗合デマンドタクシー 大山線 営業区域図
日田市大山町西大山（吾々路、加峯、上野、汗入場、スタ野）

日田市大山町東大山（高取、おおやま都築）

日田市前津江町赤石（林、曽家）

⇔中川原（日田バス杖立線中川原バス停、渡辺医院前バス停、

大山農協前バス停、大山振興局前バス停、

大山振興局、大山総合福祉センター、大山公民館）

鎌手（大山町農協鎌手支所）

高取

吾々路

加峯

おおやま都築

林

曽家

上野

汗入場

スタ野

中川原

鎌手

中川原

①日田バス杖立線中川原バス停

②日田バス杖立線渡辺医院前バス停

③日田バス杖立線大山農協前バス停

④日田バス杖立線大山振興局前バス停

⑤大山振興局

⑥大山公民館

⑦大山総合福祉センター

鎌手

・大山町農協鎌手支所

行き（自宅発） 　帰り（中川原・鎌手発）

１便 8：20頃 　１便 10：30頃
２便 10：00頃 　２便 11：30頃

　３便 12：30頃
　４便 14：30頃

運行時間

④

①
②
③

⑤
⑥ ⑦

⇒主な運行経路

※営業区域内

の枝道も運行。

⇒デマンドタクシー

営業区域境界

高取・加峯・吾々路 100円
都築 200円
上野・汗入場 300円
曽家・林・スタ野 400円

運賃 ＜対象自治会・地区⇔中川原＞

上野 100円
吾々路・林・汗入場・スタ野 200円
高取・加峯・都築・曽家 300円

運賃＜対象自治会・地区⇔鎌手＞

大山観光タクシー

営業所
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天瀬地区 路線の運賃一覧 

 

一人 1回あたり（片道）運賃 

 ※ 障がい者及び小学生は半額。0歳～未就学児は無料。 

 

① 本城線 

   塚田 

  本城・五馬市 200円 

 赤岩・桜竹 200円 200円 

天ヶ瀬温泉街～天ヶ瀬駅～天瀬振興局 200円 200円 300円 

ＪＡ天瀬支店 200円 300円 400円 

 

② 山浦線 

200円 

 

③ 高倉宮園線 

200円 

 

④ 福島線 

200円 

 

⑤ 高塚袋線 

200円 

 

⑥ 大釣線 

200円 

 

⑦ 出羽高尾草三郎金ヶ塔線 

200円 

 

⑧ 漆原中村線 

200円 
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No 役　　職 代表する項目 氏　　名 所属・職名 備　　　考

1 会　長 日田市長 椋野
ム ク ノ

　美智子
ミ チ コ

日田市長

2 委　員 九州運輸局大分運輸支局長 髙
タカ

原
ハラ

　哲
サトル

九州運輸局大分運輸支局長

3 委　員 一般乗合旅客自動車運送事業者(日田バス株式会社） 本田
ホ ン ダ

　哲
サトシ

日田バス（株）　代表取締役社長
監査委員（H28第3回
確保維持協議会で
決定：あて職）

4 委　員 日田市タクシー協会 石川
イシカワ

　尚文
ナオフミ

日田市タクシー協会長

5 委　員 一般社団法人大分県バス協会 脇
ワキ

　紀昭
ノリアキ

大分県バス協会専務理事

6 委　員 一般社団法人大分県タクシー協会 江熊
エ グ マ

　春彦
ハルヒコ

大分県タクシー協会専務理事

7 委　員 鉄道事業者（九州旅客鉄道株式会社） 今田
イマダ

　隼
ジュン

日田駅長

8 委　員
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者
が組織する団体 下城

シモジョウ

　　実
ミノル

日田バス労働組合　執行委員長

9 委　員 住民又は利用者の代表 森髙
モリタカ

　重
シゲ

春
ハル

日田市自治会連合会　副会長

10
委員

（職務代理者）
住民又は利用者の代表 橋本

ハシモト

　成人
ナ リ ト

日田市自治会連合会　副会長
監査委員（H28第3回
確保維持協議会で
決定：あて職）

11 委　員 大分県西部振興局 石井
イ シ イ

　聖
セイ

治
ジ

大分県西部振興局長

12 委　員 大分県日田土木事務所 梶原
カジワラ

　修治
シュウジ

大分県日田土木事務所長

13 委　員 大分県日田警察署 枡谷
マスタニ

　康治
コ ウ ジ

大分県日田警察署長

14 委　員 日田市の交通施策関係担当部長 中山
ナカヤマ

　敏
トシ

章
フ ミ

日田市企画振興部長

15 委　員 日田市の交通施策関係担当部長 衣笠　雄司
キヌガサ ユウジ

日田市福祉保健部長

16 委　員 日田市の交通施策関係担当部長 石橋
イシバシ

　直樹
ナ オ キ

日田市商工観光部長

17 委　員 日田市の交通施策関係担当部長 松木
マ ツ キ

　弘和
ヒロカズ

日田市土木建築部長

18 委　員 日田市の交通施策関係担当部長 髙
タカ

倉
クラ

　保
ヤス

徳
ノ リ

日田市教育次長

19 委　員 学識経験者 大井
オ オ イ

　尚司
ヒ サ シ

大分大学経済学部教授

任期：令和5年1月27日～令和7年3月31日

日田市地域公共交通確保維持協議会　委員名簿
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